
平
成
二
十
二
年
四
月
十
三
日
受
領

答

弁

第

三

四

三

号

内
閣
衆
質
一
七
四
第
三
四
三
号

平
成
二
十
二
年
四
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国

務

大

臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
学
校
給
食
費
の
徴
収
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
学
校
給
食
費
の
徴
収
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
一
部
の
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
学
校
給
食
を
無
償
と
し
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
お
り
、
こ

の
よ
う
な
取
組
は
、
児
童
生
徒
の
保
護
者
の
経
済
的
な
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る

が
、
学
校
給
食
を
無
償
と
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
等
に
応
じ
て
、
各
学
校
の
設
置
者
が
判
断
す
べ
き
も
の

と
考
え
て
い
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
が
実
施
し
た
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
学
校
給
食
費
の
徴
収
状
況
に
関
す
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
学
校
給
食
を

実
施
し
て
い
る
小
学
校
及
び
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
同
年
度
の
一
年
間
に
学
校
給

食
費
の
未
納
が
あ
っ
た
児
童
生
徒
の
数
は
九
万
八
千
九
百
九
十
三
名
で
あ
り
、
学
校
給
食
を
受
け
て
い
る
児
童
生
徒
全
体
の

約
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
ま
た
、
納
付
さ
れ
な
か
っ
た
学
校
給
食
費
の
総
額
は
約
二
十
二
億
円
で
あ
り
、
年
間
に
徴

収
さ
れ
る
べ
き
学
校
給
食
費
全
体
の
約
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
同
調
査
に
よ
れ
ば
、
学
校
給
食
費
が

未
納
に
な
っ
て
い
る
主
な
原
因
に
つ
い
て
、
学
校
側
の
認
識
と
し
て
は
、
未
納
の
約
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
保
護
者
と
し
て

一



の
責
任
感
や
規
範
意
識
の
問
題
」
に
よ
る
も
の
、
約
三
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
保
護
者
の
経
済
的
な
問
題
」
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。

文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
学
校
給
食
費
の
未
納
へ
の
対
応
と
し
て
、
教
育
委
員
会
等
に
対
し
、
学
校
給
食
の
教
育
的
意

義
や
学
校
給
食
費
の
未
納
に
よ
り
生
じ
る
問
題
等
に
つ
い
て
児
童
生
徒
の
保
護
者
に
周
知
す
る
こ
と
、
経
済
的
理
由
に
よ
り

学
校
給
食
費
を
納
付
し
て
い
な
い
保
護
者
に
対
し
て
は
生
活
保
護
制
度
に
よ
る
教
育
扶
助
や
就
学
援
助
制
度
の
活
用
を
奨
励

す
る
こ
と
、
各
学
校
と
教
育
委
員
会
が
連
携
し
な
が
ら
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
な
ど
を
促
し
、
ま
た
、
学
校
給
食
の
教

育
的
意
義
等
に
つ
い
て
学
校
関
係
者
が
保
護
者
等
に
伝
え
る
た
め
の
資
料
を
作
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、

学
校
給
食
費
の
未
納
が
解
消
さ
れ
る
よ
う
教
育
委
員
会
等
の
取
組
を
支
援
し
て
ま
い
り
た
い
。

二


